
Title いわゆる取材源秘匿権の法理

Author(s) 前田, 正義

Citation 阪大法学. 2009, 58(6), p. 71-100

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/55380

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



(阪大法学) 58 (6 71) 1351 [2009.3]

は
じ
め
に

取
材
源
秘
匿
権
と
は
、
代
表
的
な
定
義
に
よ
る
な
ら
ば
、「
公
衆
に
対
す
る
情
報
伝
播
の
目
的
で
、
内
々
の
信
頼
関
係
を
通
じ
て
取

材
し
た
場
合
の
取
材
源
（
狭
義
の
取
材
源
秘
匿
権
）
お
よ
び
か
か
る
関
係
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
情
報
（
取
材
メ
モ
、
フ
ィ
ル
ム
な
ど
）

(

広
義
の
取
材
源
秘
匿
権
）
の
開
示
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
」
を
い
う

(

�)

。
そ
こ
で
は
、
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
内
々
の
信
頼
関

係
（co

n
fid

e
n

tiality

）
を
保
護
（
取
材
源
の
枯
渇
を
防
止
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
を
促
す
こ
と
（
萎
縮

的
効
果
﹇ch

illin
g

e
ffe

ct

﹈
の
防
止
）
が
そ
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
か
か
る
取
材
源
秘
匿
権
は
、
近
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
事
件
最
高
裁

決
定
に
お
い
て
初
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
注
目
を
集
め
て
い
る
と
い
い
え
よ
う

(

�)

。

か
か
る
取
材
源
秘
匿
権
を
本
稿
が
主
題
と
す
る
に
至
っ
た
直
接
の
端
緒
は
、
取
材
源
秘
匿
権
を
構
成
す
る
行
為
で
あ
る
取
材
行
為
を

憲
法
上
初
め
て
位
置
づ
け
た
博
多
駅
テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
事
件
最
高
裁
決
定
（
以
下
、
博
多
駅
事
件
決
定
と
い
う
）
に
あ
る
。

同
決
定
に
お
い
て
提
出
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
「
本
件
フ
ィ
ル
ム
は
、
す
で
に
放
映
さ
れ
た
も
の
を
含
む
放
映
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た

も
の
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
取
材
源
秘
匿
権
の
要
件
と
さ
れ
る
「
内
々
の
信
頼
関
係
」
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
情
報
に

前

田

正

義

い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
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対
し
て
取
材
源
秘
匿
権
の
適
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
、
同
決
定
に
つ
い
て
、
取
材
の
自
由
が
報
道
（
表
現
）

の
自
由
よ
り
も
低
い
保
障
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
ひ
ろ
く
学
説
上
捉
え
ら
れ
て
い
る

(

�)

こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
も
い
い
え
よ
う
。
い

わ
ば
か
か
る
齟
齬
を
派
生
す
る
こ
と
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
対
象
（
客
体
）
と
な
る
情
報
の
見
地
よ
り
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
の
問

題
の
表
出
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
も
い
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ

(

�)

の
問
題
は
、
プ
レ
ス
に
対

す
る
サ
ピ
ー
ナ
（su

b
p

o
e

n
a：

罰
則
付
召
喚
令
状
。su

b
p

o
e

n
a

d
u

ce
s

te
cu

m
：

文
書
提
出
命
令
状
）
に
関
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
（jo

u
rn

alist’s
p

riv
ile

g
e：

取
材
源
秘
匿
権
）
に
つ
い
て
の
法
的
蓄
積
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、
判
例
お
よ
び
学
説

上
、
奇
し
く
も
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
本
稿
第
一
章
考
察)

。
し
か
し
な
が
ら
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
が
孕
む
問
題
は
、
必
ず

し
も
こ
の
よ
う
な
客
体
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
の
見
地
よ
り
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
冒
頭
に
お
い
て
紹
介
し
た
取
材
源
秘
匿

権
の
定
義
で
は
取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
に
つ
い
て
の
要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
が
い
わ
ゆ
る
メ

イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
の
メ
デ
ィ
ア
に
属
す
る
職
業
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
限
定
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
著
者
さ
ら
に
は

ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
に
及
び
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
法
に
お
い
て
直
接
訴
訟
上
の
問
題
と

は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
と
お
り
判
例
お
よ
び
学
説
上
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
同
第

二
章
考
察

(

�))

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
よ
り
析
出
さ
れ
る
取
材
源
秘
匿
権
の
本
質
た
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
の

見
地
よ
り
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
に
つ
い
て
考
察
し
（
同
第
三
章)
、
近
時
の
取
材
源
秘
匿
権
の
動
向
、
そ
し
て
取
材
源
秘
匿
権
の

法
理
に
つ
い
て
の
課
題
に
言
及
す
る
。

論 説
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第
一
章

取
材
源
秘
匿
権
の
客
体
（
対
象
）
論

第
一
節

日
本
法
に
お
け
る
ノ
ン
／
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護

日
本
法
で
は
、
新
聞
記
事
の
秘
匿
の
取
材
源
に
係
わ
る
証
言
な
ど
の
拒
絶
が
刑
事
訴
訟
上
争
点
と
な
っ
た
石
井
記
者
事
件
に
お
い
て
、

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
が
争
点
と
な
っ
た
。
最
高
裁
は
、「
憲
法
の
右
規
定
〔
第
二
一
条
〕
の
保
障
は
、
…
…
い
い
た
い

こ
と
は
い
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
未
だ
い
い
た
い
こ
と
の
内
容
も
定
ま
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
そ
の
内
容
を
作
り

出
す
た
め
の
取
材
に
関
し
そ
の
取
材
源
に
つ
い
て
、
…
…
証
言
拒
絶
の
権
利
ま
で
も
保
障
し
た
も
の
と
は
到
底
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い

(

�)

」
と
し
て
、
取
材
源
秘
匿
権
、
ひ
い
て
は
「[

い
い
た
い
こ
と
の
〕
内
容
を
作
り
出
す
た
め
の
取
材
」
の
自
由
を
一
蹴
し
た
。

し
か
し
、
表
現
の
自
由
そ
し
て
報
道
の
自
由
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
さ
れ
る
取
材
の
自
由
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
か
か
る
立
場
は
、

付
審
判
請
求
の
審
理
に
お
い
て
テ
レ
ビ
局
が
裁
判
所
に
よ
る
テ
レ
ビ
・
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
争
点
と
す
る
博
多
駅

事
件
決
定
に
あ
っ
て
、「
報
道
機
関
の
報
道
は
、
…
…
国
民
の
『
知
る
権
利
』
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
…
…
報
道

の
自
由
は
、
…
…
憲
法
二
一
条
の
保
障
の
も
と
に
あ
る
…
…
ま
た
、
…
…
報
道
が
正
し
い
内
容
を
も
つ
た
め
に
は
、
…
…
報
道
の
た
め

の
取
材
の
自
由
も
、
憲
法
二
一
条
の
精
神
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重
に
値
い
す
る
」
と
し
て
、
表
現
の
自
由
か
ら
派
生
す
る
報
道
の
自
由

を
肯
認
し
た
う
え
、「
い
い
た
い
こ
と
の
内
容
」
に
係
わ
る
取
材
の
自
由
に
つ
い
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
権
利
と
い
う
明
言
こ
そ
し
な

か
っ
た
も
の
の
「
十
分
尊
重
に
値
い
す
る
」
と
す
る
に
至
り
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
、
同
決
定
の
後
、
裁
判
所
は
、
新

聞
社
が
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
を
理
由
と
し
て
謝
罪
広
告
の
掲
載
な
ど
を
求
め
ら
れ
た
民
事
訴
訟
に
お
け
る
記
者
の
証
言
拒
絶
を

争
点
と
す
る
島
田
記
者
（
北
海
道
新
聞
）
事
件
に
お
い
て
、「
自
由
な
言
論
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
新
聞
に
お
い
て
、
も
し
記
者
が
取
材

源
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
情
報
提
供
者
を
信
頼
さ
せ
安
ん
じ
て
正
確
な
情
報
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
い

いわゆる取材源秘匿権の法理
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し
著
る
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
新
聞
記
者
の
取
材
源
は
右
『
職
業
ノ
秘
密
』
に
該
る

(

�)

」
と

し
て
、
取
材
の
自
由
に
お
け
る
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
（
そ
の
破
壊
に
よ
る
萎
縮
的
効
果
の
発
生
）
を
認
識
す
る
こ
と

に
よ
り
、
少
な
く
と
も
民
事
訴
訟
上
、
取
材
源
秘
匿
権
を
肯
認
す
る
に
至
る
。
た
し
か
に
、
最
高
裁
の
判
断
に
お
け
る
か
か
る
差
異
に

つ
い
て
は
、
特
定
の
職
業
人
に
限
定
し
な
い
「
職
業
上
ノ
秘
密
」
を
保
護
す
る
民
事
訴
訟
法
二
八
一
条
一
項
三
号
旧
規
定
（
現
行
一
九

七
条
一
項
三
号
）
と
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
公
正
な
裁
判
の
実
現
お
よ
び
特
定
の
職
業
人
の
「
他
人
の
秘
密
」
を
保
護
す
る
刑
事
訴
訟
法

一
四
九
条
に
お
け
る
文
言
上
の
差
異
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
保
護

と
い
う
憲
法
上
の
要
請
は
、
民
事
訴
訟
法
同
様
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う

(

�)

。

た
だ
、
取
材
源
秘
匿
権
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
と
い
う
文
脈
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
博
多
駅
事
件
決
定
に
お
い
て
、
付
審
判
請
求
に
お
け
る
提
出
命
令
の
対
象
は
、「
右
フ
イ
ル
ム
は
既
に
放
映
済
の
も
の
も

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
外
部
に
発
表
さ
れ
な
い
と
い
う
相
手
方
〔
取
材
源
〕
と
の
強
い
信
頼
関
係
の
基
盤
に
立
つ
て
取
材
さ
れ
た
も
の
と

は
認
め
難
く
〔
現
場
に
居
合
わ
せ
た
者
で
あ
る
な
ら
ば
誰
も
が
み
る
こ
と
の
で
き
た]

、
却
つ
て
、
…
…
そ
の
取
材
に
際
し
こ
れ
を
報

道
し
て
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
た
も
の
と
い
い
得
る
」
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
で
あ
っ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
取

材
源
秘
匿
権
の
法
理
に
お
い
て
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
保
護
を
謳
う
の
で
は
、
か
か
る
情
報
は
取
材
源
秘
匿
権
の
対
象
（
客

体
）
の
埒
外
と
な
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
取
材
源
秘
匿
権
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
と
い
う
旧
来

の
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
と
い
う
新
た
な
文
脈
が
訴
訟
上
生
起
し
た
。
そ
こ
で
は
、

後
者
の
保
護
の
如
何
を
別
論
と
し
て
も
、
か
か
る
文
脈
に
整
合
す
る
新
た
な
法
理
の
形
成
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

取
材
源
秘
匿
権
の
目
的
に
徴
し
て
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
を
阻
害
す
る
萎
縮
的
効
果
の
存
否
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
博
多
駅
事
件
決
定
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
に
つ
い
て
、「
本

論 説
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件
フ
イ
ル
ム
は
、
す
で
に
放
映
さ
れ
た
も
の
を
含
む
放
映
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
報
道
機
関
が
蒙
る
不
利
益
は
、
報
道
の
自
由
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
将
来
の
取
材
の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
い
う
に
と
ど
ま
〔
り
〕
…
…
忍
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
」
と
し
て
、
取
材
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果
を
完
全

に
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
程
度
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
評
価
を
下
し
た
。
ま
た
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
報
道
の
自
由

の
問
題
で
は
な
く
、
憲
法
上
「
尊
重
に
値
い
す
る
」
取
材
の
自
由
の
問
題
に
と
ど
ま
る
と
い
う
前
提
の
下
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ

ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
の
場
合
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
と
は
異
な
り
、
現
実
の
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
フ
ィ

デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
破
壊
さ
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
利
益
衡
量
の
う
え
、
保
護
に
値
し
な
い
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
う

る
。同

決
定
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
取
材
し
た
も
の
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
犯
罪
の
性
質
、
態
様
、
軽
重
お
よ

び
…
…
証
拠
と
し
て
の
価
値
、
ひ
い
て
は
、
公
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
性
の
有
無
」
と
「
報
道
機
関
の
取
材

の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る
程
度
お
よ
び
こ
れ
が
報
道
の
自
由
に
及
ぼ
す
影
響
の
度
合
そ
の
他
諸
般
の
事
情
」
と
い
う
対
立
す
る
利
益
の
具

体
的
な
衡
量
に
お
い
て
、「
報
道
機
関
の
不
利
益
が
必
要
な
限
度
を
こ
え
な
い
よ
う
に
配
慮
」
す
る
と
い
う
厳
格
な
基
準
を
採
用
し
た

と
し
て
評
価
さ
れ
る

(

�)

。
他
方
、「
将
来
の
取
材
の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
」
と
し
て
報
道
機
関
の
蒙

る
不
利
益
を
幾
分
矮
小
化
し
て
い
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
衡
量
の
基
準
の
準
則
化
が
、
要
請
さ
れ
て
い
る
と
も
い
い
え
よ
う

(

�)

。

そ
し
て
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
つ
い
て
、
阪
本
昌
成
教
授
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
取
材
源
の

関
係
が
「
開
示
さ
れ
た
情
報
を
報
道
目
的
以
外
に
使
用
し
な
い
と
い
う
信
頼
（
相
対
的
閉
鎖
性
）
を
基
盤
」
と
す
る
と
し
て
、
ノ
ン
コ

ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
に
言
及
す
る
。
ま
た
、
松
井
茂
記
教
授
も
、「
取
材
の
内
容
が
後
日
報
道
以
外
の
目
的
で
利
用
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
取
材
は
困
難
に
な
る
」
と
す
る

(

�)

。
一
方
、
奥
平
康
弘
教
授
は
、
後
述
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

いわゆる取材源秘匿権の法理
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主
張
と
同
じ
趣
旨
の
見
地
よ
り
、
報
道
機
関
の
取
材
物
お
よ
び
放
映
録
画
物
が
国
家
行
為
の
た
め
に
他
事
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
報
道

機
関
が
「
国
家
機
関
の
捜
査
下
請
け
機
関
」
と
な
る
虞
を
指
摘

(

�)

し
て
お
り
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
保
護
に
固
執
し
て
は
い
な

い
。

第
二
節

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
ノ
ン
／
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
が
そ
の
固
有
の
文
脈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
証
拠
上
の

特
権
（
証
言
拒
絶
な
ど
）
か
ら
派
生
す
る
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
）
特
権
と
し
て
訴
訟
上
戦
術
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た

(

�)

。
こ
の
証
拠
上

の
特
権
は
、
聖
職
者
と
悔
悟
者
、
弁
護
士
と
依
頼
人
、
お
よ
び
医
師
と
患
者
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
認
め
ら
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
証
拠
上
の
特
権
の
統
合
を
図
る
ウ
ィ
グ
モ
ア
教
授
は
、「(

１)

〔
特
権
を
付
与
さ
れ
る
〕
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
開
示
さ
れ
な
い
と
い
う
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
か
ら
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

２)

こ
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
い
う
要
素
は
、
当
事
者
の
関
係
の
完
全
か
つ
満
足
な
維
持
に
不
可
欠
な
要
素
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。(

３)

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
関
係
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
見
の
な
か
で
周
到
に
助
長
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。(

４)

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
示
に
よ
っ
て
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
関
係
に
及
ぼ
す
害
は
、
訴
訟
の
正
し
い
処
理
に

よ
っ
て
え
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
�)

」
と
い
う
同
特
権
の
四
つ
の
成
立
要
件
を
示
し
、
判
例
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
証
拠
上
の
特
権
を
否
定
さ
れ
て
き
た
が
、
同
特
権
の
文
脈
に
準
え
、
自
ら
の
特

権
を
訴
訟
上
主
張
し
た
。
そ
こ
に
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
全
く
新
た
な
証
拠
上
の
特
権
の
承
認
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
証
拠

上
の
特
権
の
一
つ
と
し
て
承
認
を
求
め
る
方
が
承
認
を
え
ら
れ
や
す
い
と
い
う
、
訴
訟
上
の
戦
術
的
意
図
が
推
察
さ
れ
る

(

�)

。

か
か
る
状
況
下
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
大
陪
審
手
続
き
に
お
い
て
取
材
源
に
関
わ
る
証
言
を
拒
否
し
た
こ
と
か

ら
証
拠
上
の
特
権
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
）
の
適
用
が
争
点
と
な
っ
たB

ran
zb

u
rg

判
決

(

�)

に
お
い
て
、
そ
の
適
用
を
拒
ん
だ
。
同

論 説



(阪大法学) 58 (6 77) 1357 [2009.3]

判
決
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
修
正
第
一
条
が
す
べ
て
の
市
民
に
適
用
さ
れ

る
法
か
ら
生
ず
る
プ
レ
ス
の
付
随
的
義
務
を
す
べ
て
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
（at

6
8

2)

、
憲
法
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
お
よ
び
制
定

法
上
の
特
権
に
よ
る
保
護
を
除
い
て
、「
社
会
は
す
べ
て
の
人
々
の
証
拠
に
対
す
る
権
利
を
も
つ
」
と
い
う
原
理
が
と
り
わ
け
大
陪
審

手
続
き
に
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
に
係
わ
る
情
報
を
非
開
示
と
す
る
と
い
う
公
衆
の
利
益
が
、
情
報
の
開
示
に
よ
る
犯
罪
の
追
及
、

起
訴
、
お
よ
び
抑
止
と
い
う
公
共
の
利
益
に
優
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
（at

6
9

5)

。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
判
例
上
修
正
第
一

条
の
諸
権
利
の
間
接
的
な
負
担
の
正
当
化
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
州
の
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
」
あ
る
い
は
「
至
高
の
」
利
益
が

み
た
さ
れ
る
と
し
て
（at

7
0

0)

、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
否
定
し
た
（at

7
0

8

�70
9)

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
意
見
は
、
取
材
に

対
し
て
い
か
な
る
保
護
も
付
与
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
（at

6
8

1

）
と
し
て
、
修
正
第
一
条
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
承
認
す
る
自
由
を
連
邦
議
会
お
よ
び
州
議
会
に
認
め
る
（at

7
0

6)

。
同
判
決
に
は
、
パ

ウ
エ
ル
（L

e
w

is
F

.
P

o
w

e
ll,

Jr.

）
裁
判
官
に
よ
る
同
調
意
見
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（P

o
tte

r
S

te
w

art

）
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
、
お

よ
び
ダ
グ
ラ
ス
（W

illiam
O

.
D

o
u

g
las

）
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
（at

7
1

1

�72
5)

、
前
二
者
は
、
そ
の
後
の
下

級
審
判
決
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
後
、
多
く
の
下
級
審
判
決
、
お
よ
び
州
の
シ
ー
ル
ド
法
（sh

ie
ld

law
(

statu
te)

）
の
多
く
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を

肯
定
す
る
。
多
く
の
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、B

ran
zb

u
rg

判
決
に
お
け
る
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
同
調
意
見
（
利
益
衡
量
テ
ス
ト
）

お
よ
び
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見
（th

re
e
-p

art
(

p
ro

n
g)

te
st：

三
要
件
テ
ス
ト
）
に
依
拠
し
て
、
同
法
廷
意
見
と
の
関

係
に
よ
り
大
陪
審
手
続
き
を
除
い
て
、
民
事
訴
訟
あ
る
い
は
民
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
承
認
す
る

(

�)

。
パ
ウ
エ

ル
裁
判
官
の
同
調
意
見
は
、
同
法
廷
意
見
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
取
材
あ
る
い
は
取
材
源
の
保
護
に
つ
い
て
憲
法
上
の
権
利
を
否
定
し

な
い
と
し
て
、
同
法
廷
意
見
の
「
限
定
さ
れ
た
性
質
」
を
強
調
す
る
（at

7
0

9)
。
そ
の
た
め
、
重
要
な
憲
法
上
の
利
益
と
社
会
的
利

いわゆる取材源秘匿権の法理
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益
と
の
衡
量
は
、
各
事
項
に
基
づ
い
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
と
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
証
言
す
る
と
い
う
す
べ
て
の
市
民
の
義
務
と
の
適
切

な
衡
量
に
よ
り
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
（at

7
1

0
n
*)

。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

特
権
が
私
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
そ
の
他
の
証
拠
上
の
特
権
と
は
異
な
り
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な

流
通

(
fre

e
flo

w
o

f
in

fo
rm

atio
n

to
th

e
p

u
b

lic)

」
を
と
お
し
て
自
己
統
治
に
資
す
る
と
し
て
（at

7
3

7

�

7
3

8)

、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
と
そ
の
他
の
証
拠
上
の
特
権
を
区
別
す
る
。
ま
た
、
プ
レ
ス
に
対
す
る
開
示
強
制
に
よ
り
、
州
お
よ
び
連
邦
当
局
が
プ
レ
ス
を

調
査
機
関
と
し
て
併
合
す
る
こ
と
と
な
り
、
プ
レ
ス
の
歴
史
あ
る
独
立
性
を
侵
害
す
る
虞
に
注
意
を
促
す
。
さ
ら
に
、
プ
レ
ス
以
外
の

取
材
源
よ
り
要
求
さ
れ
た
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
目
的
が
全
う
さ
れ
た
と
き
、
開
示
強
制
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
そ
の
取
材
源
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
取
材
源
が
プ
レ
ス
に
対
す
る
情
報
提
供
を
躊
躇
う
こ
と
と
な

る
た
め
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
を
阻
害
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
執
行
に
よ
る
公
益
と
情
報
の
潤
沢
な
流
通
に
つ

い
て
の
憲
法
上
の
保
護
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
見
地
よ
り
（at

7
4

5)

、
政
府
は
、(

１)

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
特
定
の
法
律
違
反

と
思
わ
れ
る
も
の
と
明
確
な
関
連
性
を
も
つ
情
報
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
る
相
当
な
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し｣

、(

２)

「
求
め

ら
れ
て
い
る
情
報
が
修
正
第
一
条
の
諸
権
利
に
と
っ
て
破
壊
性
が
少
な
い
代
替
手
段
に
よ
っ
て
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
証
明
し｣

、
そ
し

て(

３)

「
情
報
に
対
す
る
や
む
に
や
ま
れ
な
い
そ
し
て
圧
倒
的
利
益
を
証
明
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

（at
7

4
3：

三
要
件
テ
ス
ト
）

と
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
と
い
う
コ
ン
フ

ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
の
文
脈
を
超
え
る
争
点
が
訴
訟
上
提
起
さ
れ
る
に
至
る

(

�)

。
そ
し
て
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に

対
す
る
開
示
強
制
に
つ
い
て
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
の
要
否
を
め
ぐ
っ
て
、
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
諸
判

決
が
錯
綜
す
る
こ
と
と
な
る

(

�)

。
は
じ
め
に
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

論 説
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権
の
適
用
可
能
性
を
認
め
た
判
決
と
し
て
、
係
属
中
の
刑
事
訴
訟
の
被
告
に
つ
い
て
報
道
す
る
テ
レ
ビ
局
が
同
被
告
に
よ
る
ノ
ン
コ
ン

フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
（
公
表
済
み
の
）
取
材
源
な
ど
の
開
示
の
申
し
立
て
の
破
棄
を
争
点
と
す
るL

aR
o

u
ch

e

判
決
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
判
決
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
も
、(

１)

取
材
過

程
へ
の
介
入
に
対
す
る
脅
威
、(

２)

政
府
な
ど
の
調
査
機
関
と
し
て
公
衆
に
み
な
さ
れ
る
不
利
益
、
お
よ
び

(

３)

開
示
強
制
に
応

じ
る
負
担
、
と
い
う
テ
レ
ビ
局
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果
を
認
め
た

(

�)

。
他
方
、
放
送
局
が
所
持
す
る
刑
事
被
告
人
に
係
わ
る
ノ
ン
コ
ン
フ

ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
を
争
点
と
す
るS

m
ith

判
決
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い

て
、「
本
件
に
お
い
て
、
取
材
源
が
枯
渇
す
る
虞
は
、
さ
し
て
大
き
く
は
な
い
。
…
…
こ
の
〔
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対

す
る
開
示
強
制
の
〕
問
題
に
は
、
情
報
提
供
者
の
「
権
利
」
が
存
し
な
い
。
む
し
ろ
、
取
材
記
者
〔
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
〕
の
権
利
で
あ

る

(

�)

」
と
し
て
、
否
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
に
つ
い
て

の
評
価
に
較
差
が
あ
り
、
か
か
る
較
差
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
可
能
性
の
要
否
を
決
し
て
い
る
。

第
二
章

取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
論

第
一
節

日
本
法
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念

既
述
の
よ
う
に
、
取
材
源
秘
匿
権
の
客
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
目
的
で
あ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」

を
図
る
た
め
に
、
専
ら
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
充
足
さ
れ
る
の

か
、
す
な
わ
ち
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
取
材
源
秘
匿
権

の
も
う
一
方
の
構
成
要
素
で
あ
る
主
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
日
本
法
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
論
の
不
十
分
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
法
に
お
い
て
、
取
材
源
秘
匿
権
を
離
れ
て
、
汎
く
規
範
論
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念

いわゆる取材源秘匿権の法理
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論
が
全
く
欠
如
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

判
例
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
規
範
上
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
廷
メ
モ
を
採
取
す
る
研
究
者
（
公
衆
一

般
）
の
権
利
を
争
点
と
す
る
レ
ペ
タ
事
件
最
高
裁
判
決
は
、「
報
道
の
た
め
の
取
材
の
自
由
に
対
す
る
配
慮
に
基
づ
き
、
司
法
記
者
ク

ラ
ブ
所
属
の
報
道
機
関
の
記
者
に
対
し
て
の
み
法
廷
に
お
い
て
メ
モ
を
取
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
も
、〔
憲
法
一
四
条
第
一
項
上
〕

合
理
性
を
欠
く
措
置
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

(

�)

」
と
判
示
し
た
。
同
判
決
は
、
そ
の
結
論
の
当
否
は
別
論
と
し
て
、
少
な
く
と
も
判
決

上
、
公
衆
一
般
同
等
の
規
範
的
地
位
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
研
究
者
と
「
司
法
記
者
ク
ラ
ブ
所
属
の
報
道
機
関
の
記
者
」
と

の
規
範
上
の
差
異
を
強
調
す
る

(

�)

。
ま
た
、
実
定
法
で
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
五
〇
条
第
一
項
第
一
号
は
報
道
機
関
が

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
（
同
法
第
四
章
）
の
適
用
除
外
と
さ
れ
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、「
放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社

そ
の
他
の
報
道
機
関
（
報
道
を
業
と
し
て
行
う
個
人
を
含
む
。)

」
と
し
て
「
報
道
機
関
」
を
定
義
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
所
属
し
な
い
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
当
然
に
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ
れ
る

(

�)

と
こ
ろ
と
な
り
、
文
脈
を
異
に
す

る
も
の
の
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
範
疇
化
す
る
さ
き
の
レ
ペ
タ
事
件
最
高
裁
判
決
な
ど
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
同
法
は
、
公
共
性
を
担
う
も
の
と
さ
れ
る
報
道
機
関
を
よ
り
広
汎
に
捉
え
て
い
る
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
ま
た
、
同
法
第
五
〇
条

第
二
項
は
、
か
か
る
報
道
機
関
の
定
義
を
構
成
す
る
構
成
員
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
限
定
す
る
い
ま
一
つ
の
要
件
で
あ
る
「
報

道
」
の
内
実
に
つ
い
て
、「
前
項
〔
同
条
第
一
項
〕
第
一
号
に
規
定
す
る
『
報
道
』
と
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
客
観
的

事
実
を
事
実
と
し
て
知
ら
せ
る
こ
と
（
こ
れ
に
基
づ
い
て
意
見
又
は
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
含
む
。)

」
と
し
て
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
客
観
的
事
実
に
係
わ
る
情
報
以
外
、
報
道
さ
れ
る
情
報
の
定
性
性
（
内
容
）
に
つ
い
て
多
く
を
問
う
こ

と
な
く
、
さ
ら
に
情
報
の
定
量
性
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
問
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
が
、
こ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
法
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
実
定
法
で
は
、
取
材
源
秘
匿
権
と
は
異
な
る
よ
り
限
定
さ
れ
た
文
脈
で
は
あ
る
け
れ

論 説
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ど
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
い
し
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
規
範
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
と
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
事
実
的
評
価
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
高
い
規
範
的
地
位
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
い
え
よ
う
。

第
二
節

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
享
有
主
体
性
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
当
事
者
適
格
）

と
し
て
、
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
点
、B

ran
zb

u
rg

判
決
の
法
廷
意
見
は
、「
我
々
は
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
た
し
か
な
あ
て
も

な
き
長
く
困
難
な
旅
路
に
船
出
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
は
な
い
。
早
晩
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
最
新
の
写
真
植
字
術
を
使
用
す
る
大
都

市
の
大
規
模
な
出
版
社
同
様
、
カ
ー
ボ
ン
紙
あ
る
い
は
謄
写
版
を
使
用
す
る
孤
独
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
発
行
者
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
伝

統
的
教
義
に
照
ら
し
て
、
特
権
を
付
与
さ
れ
る
記
者
〔
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
〕
の
そ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
問
題
と
な

る
訴
訟
手
続
き
を
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ス
の
自
由
は
、『
新
聞
お
よ
び
雑
誌
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
基
本
的
な
個
人
の

権
利
』
で
あ
る｣

（at
7

0
3

�70
5

）
と
し
て
、
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
個
人
の
権
利
で
あ
る
と

い
う
伝
統
的
教
義
を
半
ば
逆
手
に
と
り
、
個
人
で
あ
る
公
衆
一
般
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
有
す
る
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
分
離
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
強
調
す
る
。

そ
の
後
、
こ
の
合
衆
国
最
高
裁
に
よ
る
疑
義
を
受
け
て
、
下
級
審
は
、
現
実
に
訴
訟
上
か
か
る
難
問
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
そ
の
判
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
刑
事
被
告
人
の
知
人
が
執
筆
し
た
該
刑
事
訴
訟
に
係
わ
る
メ
モ
（
ニ
ュ
ー

ス
性
を
有
す
る
情
報
）
に
対
す
る
開
示
強
制
を
争
点
と
す
るv

o
n

B
u

lo
w

判
決
は
、「
あ
る
人
物
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
否
か
、
し
た

が
っ
て
〔
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
〕
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
否
か
は
、
情
報
収
集
過
程
の
端
緒
に
お
け
る
そ
の
者
の
意
図
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
個
人
は
、
通
常
、
組
織
さ
れ
た
プ
レ
ス
の
構
成
員
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集

お
よ
び
伝
播
に
係
わ
る
伝
統
的
な
活
動
に
携
わ
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
で
き
る

(

�)

」
と
判
示
し
た
（
公
衆
へ
伝
播

いわゆる取材源秘匿権の法理
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す
る
意
図
テ
ス
ト：

in
te

n
t

fo
r

p
u

b
lic

d
isse

m
in

atio
n)

。
同
判
決
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、

「
伝
播
」
と
い
う
情
報
に
つ
い
て
の
定
量
性
こ
そ
要
求
す
る
も
の
の
、
情
報
の
定
性
性
を
明
示
的
に
要
求
し
て
い
な
い
と
い
い
え
よ
う

(

�)

。

し
か
し
、
こ
の
「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
に
対
し
て
、
プ
ロ
レ
ス
リ
ン
グ
興
業
の
テ
レ
フ
ォ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
制
作
者
に
対

す
る
証
言
強
制
を
争
点
と
す
るM

ad
d
e

n

判
決
で
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
保
護
を
主
張
す
る
個
人
は
、(

１)

調
査
報
道
に
携
わ
り
、(

２)

ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
し
、
そ
し
て

(

３)

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
公
衆
へ

伝
播
す
る
意
図
を
当
初
か
ら
有
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

」
と
し
て
、
同
テ
ス
ト
の
要
件
に
加
え
て
、

新
た
に
「
調
査
報
道
」
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス
（｢

調
査
報
道
」
と
い
う
情
報
の
定
性
性
）
と
い
う
要
件
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
係
わ
る
実
定
法
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
は
、

「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
比
較
的
に
個
別
具
体
的
な
要
件
を
規
定
す
る
も
の
が
あ
り
、
政
府
に
よ
る
ス
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
、
お
よ
び
職
業
性
を
規
定
す
る
も
の
を
別
論
と
し
て
も
、
情
報
の
伝
播
に
従
事
す
る
形
態
な
ど
報
道
に
お
け
る
情
報
の
定
量

性
を
非
常
に
厳
密
に
規
定
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
伝
播
さ
れ
る
情
報
の
一
般
性
な
ど
情
報
の
定
性
性
を
も
規
定
す
る
も
の
も
存
在

す
る

(

�)

。

第
三
章

取
材
源
秘
匿
権
の
法
理

第
一
節

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
に
お
い
て
既
述
の
歪
み
を
生
ん
だ
背
景
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
概
念
お
よ
び
主

体
概
念
に
お
け
る
訴
訟
戦
術
の
功
罪
と
戦
略
の
欠
如
、
そ
し
て
か
か
る
歪
み
が
時
代
の
変
化
に
よ
り
露
呈
し
た
と
い
う
、
そ
の
不
幸
な

歴
史
が
あ
っ
た
も
の
と
も
い
い
え
よ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
証
拠
上
の
特
権
、
す
な
わ
ち
個
人

論 説
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の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
医
師
と
患
者
な
ど
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
保
護
す
る
特
権
と
い
う
文
脈
か
ら
派
生
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
（
概
念
）
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流

通
」
の
下
、
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
か
ら
え
ら
れ
た
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示

強
制
か
ら
の
保
護
を
訴
訟
戦
術
上
主
張
す
る
と
い
う
恰
好
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
合
衆
国
最
高
裁
で
は
い
ま
だ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

特
権
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

(

�)

が
、
州
の
シ
ー
ル
ド
法
お
よ
び
下
級
審
判
決
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
可
能
性
を

認
め
る
も
の
が
大
勢
を
占
め
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
か
る
訴
訟
戦
術
は
、
一
応
の
成
功
を
収
め
た
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
の
問
題
が
訴
訟
上
提
起
さ
れ
る
に
至
り
、
旧
来
の
萎
縮
的
効
果
論
に
依
拠

す
る
古
典
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
は
、
半
ば
破
綻
状
態
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

の
法
理
に
お
け
る
戦
略
的
視
座
の
欠
如
が
、
露
呈
し
た
も
の
と
も
い
い
え
よ
う

(

�)

。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
は
、
そ

の
歪
み
を
是
正
す
べ
く
、
そ
の
堅
持
も
し
く
は
そ
の
転
換
を
迫
ら
れ
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ

の
下
級
審
判
例
に
お
い
て
そ
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
如
く
、
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
も
の
と
も
い
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、

取
材
源
秘
匿
権
の
客
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
表
現
（
報
道
）
の
自
由
か
ら
導
か
れ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
と
い
う
取
材

源
秘
匿
権
の
目
的
、
そ
し
て
か
か
る
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
内
々
の
信
頼
関
係
（
コ
ン
フ
ィ

デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
）
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
材
の
自
由
ひ
い
て
は
表
現
（
報
道
）
の
自
由
に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
を
抑
制
す
る

と
い
う
認
識
に
つ
い
て
、
日
本
法
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
さ
し
た
る
争
い
は
な
か
っ
た
。
取
材
源
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果
の
実

証
性
を
欠
く

(

�)

に
も
拘
わ
ら
ず
、
学
説
の
多
く
が
開
示
強
制
に
よ
り
取
材
源
が
情
報
の
提
供
を
躊
躇
う
と
し
て
、
萎
縮
的
効
果
の
発
生
を

認
め
て
き
て
い
る

(

�)

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
取
材
源
秘
匿
権
が
ひ
と
ま
ず
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
を
そ
の
射
程
に
収
め
る
こ
と
に

つ
い
て
、
大
き
な
争
い
は
な
い
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
新
た
な
問
題
と
し
て
訴
訟
上
提
起
さ
れ
た
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ

いわゆる取材源秘匿権の法理
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ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
萎
縮
的
効
果
の
存
否
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
萎
縮
的
効
果
論
、
す
な
わ
ち
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
存
否
と
萎
縮
的
効
果
の
関
係
に
つ
い
て
評
価
す
る
際
に
は
、
取
材

源
秘
匿
権
の
目
的
で
あ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
を
構
成
す
る
取
材
源
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
公
衆
、
と
い
う
情

報
の
伝
播
に
つ
い
て
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
枢
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」

に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
を
評
価
す
る
際
、
取
材
源
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
軽
重
（
要
保
護
性
）
は
別
論
と
し
て
も
、
萎
縮
的
効
果
が
発
生
す
る
も
の
と
考
え
う
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
争
点
で
あ
る
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
、
萎
縮
的
効
果
を
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
場
合
、
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
欠
き
、
し
た
が
っ
て
取
材
源
と
は
無
関
係
の
た
め
、

萎
縮
的
効
果
に
お
い
て
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ

デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
も
、
取
材
過
程
へ
の
介
入
に
対
す
る
脅
威
、
政
府
な
ど
の
調
査
機
関
と
し
て
公
衆
に

み
な
さ
れ
る
不
利
益
、
お
よ
び
開
示
強
制
に
応
じ
る
負
担
に
つ
い
て
萎
縮
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果
を
評
価
す
る
判
断
も
な
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
か
か
る
評
価
に
対
し
て
は
、
そ
の
萎
縮
的
効
果
を
完
全
に
否
定
こ
そ

し
な
い
も
の
の
、
そ
の
実
証
性
を
欠
く
と
し
て
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
と
は
異
な
り
、
強
硬
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
有
無
と
萎
縮
的
効
果
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
社
会
心
理
学
的
概
念
で
あ
る
萎

縮
的
効
果
の
実
証
性
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
閉
塞
の
観
を
拭
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
萎
縮
的
効
果
の
実
証
性
と
い
う
問

題
は
あ
る
も
の
の
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
つ
い
て
も
、
萎
縮
的
効
果
を
完
全
に
否
定
す
る
ア
メ
リ

カ
の
下
級
審
判
決
な
ど
は
必
ず
し
も
散
見
さ
れ
な
い

(

�)

。
日
本
の
裁
判
所
の
立
場
も
、
同
様
で
あ
る
と
い
え
る

(

�)

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
つ
い
て
取
材
源
秘
匿
権
を
認
め
な
い
立
場
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示

論 説
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強
制
に
お
い
て
法
的
保
護
に
値
す
る
萎
縮
的
効
果
が
発
生
し
て
い
な
い
と
の
認
識
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
を
以
て
か
か
る

認
識
に
至
る
も
の
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
重
視
す
る
立
場
も
、
ま
た
重
視
し
な
い

立
場
も
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る
と
の
認
識
を
少
な
く

と
も
基
底
的
に
共
有
す
る
も
の
と
い
い
え
よ
う

(

�)

。

こ
の
点
、
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
公
正
な
裁
判
の
実
現
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
調
整
に
つ
い
て
、
三
つ
の

要
件
を
以
て
図
る
も
の
と
解
さ
れ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
三
要
件
テ
ス
ト
（B

ran
zb

u
rg

判
決
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
同

テ
ス
ト
の
「
求
め
ら
れ
て
い
る
情
報
が
修
正
第
一
条
の
諸
権
利
に
と
っ
て
破
壊
性
が
少
な
い
代
替
手
段
に
よ
っ
て
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

証
明
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
第
二
の
要
件
は
、
取
材
源
の
存
在
を
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
ノ
ン
コ
ン

フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
つ
い
て
か
か
る
証
明
の
相
対
的
な
容
易
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
質
上
、
奇
し
く
も
既
に
コ
ン
フ
ィ

デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
裁
判
官
の
裁
量
範
囲
を
限
定
す
る
要
素
、
そ
し
て
コ
ン
フ
ィ
デ

ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
有
無
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
化
の
懸
念
、
に
つ
い
て
も
事
実
上
問
題
を
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
適
用
し
な
い
事
案
の
存

在

(

�)

か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
係
わ
る
予
見
不
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
同
テ
ス
ト
に
は

既
述
し
た
第
二
の
要
件
と
い
う
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
峻
別
す
る
要
件
が
既
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
適
用
に
お
け
る
妥
当
性
を
一
義
的
に
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う

(

�)

。

第
二
節

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
と
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」

取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
職
業
者
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
り
訴
訟
の
場
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き

た
だ
け
に
、
取
材
源
秘
匿
権
の
享
有
主
体
に
お
い
て
当
然
の
如
く
職
業
者
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
前
提
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
情

いわゆる取材源秘匿権の法理
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報
化
社
会
の
到
来
と
と
も
に
、
職
業
者
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
が
情
報
を
伝
播
す
る
手
段
を
い
わ
ば
寡
占
す
る
時
代
は
既
に
終
わ

っ
た
も
の
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
公
衆
一
般
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
に
携
わ
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
に
歪
み
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
決
に
至
っ
て
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
携
わ
る
者
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
携
わ
る
者
と
す
る
テ
ス
ト
（M

ad
d
e

n

テ
ス
ト
）
を
採
用
す
る
ま
で
に
及
ん
だ
。
そ
の
歪
み
は
、
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
か
か
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
を
構
成
す
る
取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
い
か
に

解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
客
体
概
念
と
同
様
に
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
と
い
う
取
材
源
秘
匿
権
の
目
的

と
の
整
合
性
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
判
例
で
は
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス

ト
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
峻
別
す
るM

ad
d

e
n

テ
ス
ト
と
い
う
双
方
の
テ
ス
ト
と
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由

な
流
通
」
の
整
合
性
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（M

ad
d
e

n

テ
ス

ト
）
か
、
そ
れ
と
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
（｢

公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
）
か
が
、
問
題
と
な
る
。

は
じ
め
に
、「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
は
、
既
述
の
と
お
り
、M

ad
d
e

n

テ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
「
調
査
報
道
」
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
規
範
上
求
め
な
い
。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

権
の
目
的
で
あ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
に
い
う
「
情
報
」
は
情
報
一
般
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
情
報
の
定
性
性
す

な
わ
ち
情
報
の
内
容
ま
で
問
う
て
い
る
も
の
と
は
少
な
く
と
も
一
義
的
に
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自

由
な
流
通
」
よ
り
、
情
報
の
定
性
性
ま
で
を
も
包
含
す
る
「
調
査
報
道
」
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
規
範
上
導
き
出
し
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
に
整
合
す
る
テ
ス
ト
と
し
て
は
、
少
な
く
と
もM

ad
d
e

n

テ
ス
ト
は

妥
当
で
は
な
い
こ
と
と
な
ろ
う

(

�)

。

論 説
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つ
ぎ
に
、M

ad
d

e
n

テ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
定
性
性
上
の
峻
別
に
お
け
る
曖
昧
性
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ス
は
時
代
に
伴
っ
て
変
遷
す
る
た
め
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
曖
昧
に
す
る

(

�)

こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
ま
た
ニ
ュ
ー
・
ニ
ュ
ー
ス
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
の
複
合
語
で
あ
る
イ
ン
フ
ォ
テ
イ
メ
ン
ト
（in

fo
rtain

m
e

n
t

(

�)

）
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
境
界
は

一
層
交
錯
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
が
ニ
ュ
ー
ス
の
端
緒
と
な
り
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
醸
成
す
る
活
力
と

も
な
り
う
る
と
い
う
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
定
性
性
に
つ
い
て
の
相
対
化
な
い
し
は
重
畳
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
峻
別
に
お
け
る
曖
昧
性
を
超
え
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
よ
る

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
活
性
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
両
者
の
有
機
的
融
合
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
い
い
え
よ
う
。M

ad
d

e
n

テ
ス
ト
は
、

ニ
ュ
ー
ス
を
伝
播
す
る
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
性
を
要
求
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
主
体
概
念
に
よ
り
、
情
報
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
性
を
同
時
に
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
概
念
の
限
定
を
も
た
ら
す
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
ま

し
て
や
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
客
体
概
念
に
お
い
て
（
情
報
の
）
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
を
具
え
た
情
報
を
伝
え
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
情
報
が
証
拠
の
代
替

可
能
性
、
さ
ら
に
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
そ
し
て
圧
倒
的
利
益
」
を
具
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
保
護
を
享
受
し
え
な
い

と
い
う
事
態
を
招
く
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
か
か
る
主
体
概
念
と
客
体
概
念
が
相
互
に
振
れ
合
い
な
が
ら
そ

の
保
障
の
相
乗
的
低
下
を
招
く
と
い
う
、
い
わ
ば
取
材
源
秘
匿
権
の
保
障
の
低
下
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
る
こ
と
と
は
な
る
ま
い
か
。
か
か

る
解
釈
は
、
報
道
の
自
由
お
よ
び
取
材
の
自
由
の
見
地
よ
り
、
は
た
し
て
妥
当
な
解
釈
と
い
い
え
よ
う
か
。

さ
ら
に
、
既
述
し
た
ア
メ
リ
カ
各
州
の
シ
ー
ル
ド
法
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
と
い
う
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
目
的
よ
り
、
そ
の
主
体
の
厳
密
な
定
量
性
、
さ
ら
に
は
定
性
性
を
一
義
的
に
は
導
き
え
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
こ

いわゆる取材源秘匿権の法理



(阪大法学) 58 (6 88) 1368 [2009.3]

と
か
ら
、
こ
れ
ら
シ
ー
ル
ド
法
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
享
有
主
体
性
に
お
い
て
妥
当
と
さ
れ
る
も
の
か
、
疑
問
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
疑
問
は
、
図
ら
ず
も
、
ま
さ
にB

ran
zb

u
rg

判
決
の
法
廷
意
見
の
示
し
た
疑
義
を
皮
肉
に
も
具
現
化
す
る
か

の
如
く
、
シ
ー
ル
ド
法
が
「
た
し
か
な
あ
て
も
な
き
長
く
困
難
な
旅
路
に
船
出
す
る
こ
と
」
と
も
な
ろ
う
。

一
方
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
取
材
源
秘
匿
権
と
は
異
な
る
文
脈
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
定
法
で
あ
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
に
お
い
て
、
報
道
機
関
と
は
「
業
」(

職
業
）
と
し
て
報
道
に
携
わ
る
個
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
所
属
し
な

い
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
当
然
そ
の
範
疇
に
包
摂
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
報
道
の
目
的
と
し
て
公
衆
へ
の
情
報
の
伝
播
を

捉
え
る
な
ら
ば
、
妥
当
な
定
義
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
業
を
要
件
と
す
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
ば
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
て
情
報
を
発
信
（
報
道
）
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、「
報
道
機
関
」
か
ら
排
斥
さ
れ
る
こ
と
と
も

な
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
取
材
源
秘
匿
権
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
け
る
判
例
は
、
レ
ペ
タ
事
件
判
決
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
規
範
的
地

位
に
お
い
て
司
法
記
者
ク
ラ
ブ
所
属
の
報
道
記
者
の
報
道
の
公
共
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
材
の
自
由
の
享
有
主
体
性
の
限
定

を
図
る
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
詭
弁
と
も
い
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
取
材
の
自
由
と
い
う
報
道
の

公
共
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
取
材
の
自
由
の
享
有
主
体
を
限
定
し
て
、
取
材
の
自
由
の
脆
弱
化
を
図
る
も
の
と
も
み

な
し
う
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
研
究
者
（
公
衆
一
般
）
と
報
道
機
関
に
所
属
す
る
報
道
記
者
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

に
つ
い
て
の
規
範
的
地
位
の
較
差
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た

(

�)

。
か
か
る
志
向
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
如
く
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
に
つ
い
て
歯
止
め
を
も
た
な
い
（
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
）
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
に
お
い
て

も
、
訴
訟
上
妥
当
し
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。

こ
れ
ら
問
題
を
ふ
ま
え
て
、
振
り
返
る
な
ら
ば
、B

ran
zb

u
rg

判
決
の
法
廷
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
個
人
の

権
利
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
教
義
に
よ
り
、
個
人
で
あ
る
公
衆
一
般
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
有
す
る

論 説
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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
分
離
す
る
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
定
義
上
の
困
難
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
は
、
到
底
回
避
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
個
人
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
教
義
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
一
部
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
に
限
定
す
る
と
い
う
志
向
で
は
な
く
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
享
有
す
る
主
体
を
個
人
で
あ
る
公
衆
一
般
へ
拡
張
す
る
と
い
う
志

向

(

�)

が
伝
統
的
教
義
に
則
っ
た
志
向
な
の
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
志
向
に
つ
い
て
模
索
を
し
て
ゆ
く
努
力
は
、
少
な
く
と
も
試
み
ら
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(

�)

。
そ
し
て
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
目
的
を
重
視
し
て
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
伝
播
さ
れ
る
情
報
の
定
性
性
お
よ
び
定
量
性
を
過
度
に
要
求
す
る
こ
と
な
く
、
そ

の
要
件
を
一
定
程
度
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
概
念
論
に
伴
う
困
難
は
一
定
程
度
回
避
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
三
節

取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
と
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」

既
述
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
法
理
に
つ
い
て
の
訴
訟
戦
略
に
お
け
る
誤
謬
は
、
奇
し
く
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の

法
理
に
お
け
る
客
体
概
念
お
よ
び
主
体
概
念
に
つ
い
て
か
か
る
歪
み
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
必
ず
し
も
な
い
。
そ
れ
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
享
有
主
体
の
帰
属
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
来
の
取
材
源
秘
匿
権

の
法
理
が
取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
専
ら
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
材
源
に
係
わ
ら
な
い
情
報

が
取
材
源
秘
匿
権
に
よ
る
保
護
を
享
受
し
え
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
目
的
で
あ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
が
阻
害
さ
れ

る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
と
な
る

(

�)

。
し
か
る
に
、
か
か
る
法
理
は
、
証
拠
上
の
特
権
と
し
て
訴
訟
上
主
張
さ
れ
て
き
た
と
い
う

そ
の
沿
革
か
ら
も
、
表
現
（
報
道
）
の
自
由
の
沿
革
に
位
置
す
る
取
材
の
自
由
で
は
な
く
、
取
材
源
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
方
が
む
し
ろ
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
材
源
秘
匿
権
の
目
的
と
し
て
「
公
衆
へ
の
情
報
の

自
由
な
流
通
」
を
据
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
材
源
（
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
）
に
必
ず
し
も
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
取
材
源
秘
匿
権

の
法
理
を
（
再
）
構
成
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う

(

�)

。

いわゆる取材源秘匿権の法理
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む
す
び
に
か
え
て

取
材
源
秘
匿
権
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
初
め
て
の
最
高
裁
決
定
が
下
さ
れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権

に
つ
い
て
新
た
な
問
題
が
生
起
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
客
体
と
主
体
と
い
う
本
稿
の
視
点
よ

り
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
触
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

は
じ
め
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
事
件
最
高
裁
決
定
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
客
体
（
対
象
）
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
決

定
は
、
島
田
記
者
事
件
判
決
を
基
本
的
に
踏
襲
し
、
さ
ら
に
原
則
と
し
て
証
言
強
制
を
認
め
な
い
と
す
る
比
較
的
に
厳
格
な
利
益
衡
量

の
う
え
、
取
材
源
秘
匿
権
を
認
め
た
。
同
決
定
は
、
最
高
裁
が
民
事
訴
訟
に
お
け
る
取
材
源
秘
匿
権
を
初
め
て
直
接
確
認
し
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
有
意
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
と
は
異
な
り
、
取
材
源
秘
匿
権
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
い
い
え

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
決
定
は
、
既
述
の
博
多
駅
事
件
決
定
に
対
す
る
学
説
同
様
の
批
判
に
は
必
ず
し
も
十
分
に
応
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
に
お
け
る
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
保
護
の
功
罪

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
決
定
同
様
、
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
ま

で
も
視
野
に
入
れ
る
立
場
な
い
し
は
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
の
見
地
か
ら
は
、
諸
刃
の
剣
と
も
な
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
取
材
源
秘
匿
権
の
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ
が
問
題
と
な
っ
たO

’G
rad

y

判
決
は
、
既
述
の
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
判
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
情
報
の
定
量
性
お

よ
び
定
性
性
を
明
示
的
に
要
求
し
な
い
「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
と
軌
を
一
に
し
よ
う

(

�)

。
本
稿
の
見
地
よ
り
、
ネ
ッ
ト
・
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
公
衆
一
般
の
情
報
供
給
源
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
情
報
発
信
源
（
手
段
）
と
し
て
、
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手
の

代
替
可
能
性
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
理
解
に
よ
る
公
衆
の
知
る
自
由
の
実
効
化
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
意
味

論 説



(阪大法学) 58 (6 91) 1371 [2009.3]

に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
く
「
情
報
の
自
由
な
流
通
」
を
活
性
化
す
る
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
。
新
興
の
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
多
様
な
（
周
縁
の
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る

(

�)

こ
と
に
よ
り
、
既
存
の

（
伝
統
的
な
）
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
を
形
成
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
刺
激
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
新
た
な
地
平

を
創
造
す
る
可
能
性
の
懐
胎
と
も
い
い
え
よ
う

今
日
、
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
、
歴
史
的
に

か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

(

�)

。

以
上
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
に
つ
い
て
、
そ
の
客
体
お
よ
び
主
体
の
見
地
よ
り
、
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
取
材
源
秘
匿

権
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通｣

、
さ
ら
に
は
表
現
の
自
由
が
標
榜
す
る
も
の
と
さ
れ
る
「
情
報
の
自

由
な
流
通
」
と
の
整
合
性
よ
り
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
が
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
い
う
そ
の
客
体
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
い
う
そ
の
主
体
か
ら
解
放
さ
れ
、
再
構
成
な
い
し
は
拡
大
的
に
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
取
材

源
秘
匿
権
（
の
法
理
）
は
、
表
現
の
自
由
の
派
生
的
な
原
理
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
情
報
の
自
由
な
流
通
」
と
い
う
共
通
項
を
以
て
、

表
現
の
自
由
論
に
対
す
る
帰
納
的
な
作
用
を
包
蔵
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
取
材
源
秘
匿
権
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特

権
）
が
包
摂
す
る
行
為
類
型
の
規
範
的
差
異
の
通
約
な
ど
と
い
う
日
本
法
と
ア
メ
リ
カ
法
の
架
橋
の
後
、
本
稿
の
見
地
よ
り
取
材
源
秘

匿
権
の
法
理
に
係
わ
る
日
本
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
体
系
的
な
分
析
を
加
え
る
と
い
う
、
本
稿
の
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

(

�)

佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三
版]』

（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
五
三
八
―
五
三
九
頁
。

(

�)

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論

(

１)

﹇
増
補
版]』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
八
頁
ほ
か
。
な
お
、
取
材
源
秘
匿
権
を
憲
法

上
否
定
す
る
見
解
、
宮
澤
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
』(

有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
三
六
五
頁
。
取
材
源
秘
匿
権
を
憲
法
政
策
上
の
問
題
と
す
る
見
解
、

小
山
剛
「
取
材
源
の
秘
匿

取
材
源
秘
匿
権
と
憲
法
二
一
条
」
法
学
教
室
二
三
六
号
一
八
、
二
〇
、
二
一
頁
注(

�)
(

二
〇
〇
〇
年)

。

証
言
拒
絶
を
良
心
の
自
由
（
憲
法
第
一
九
条
）
の
問
題
と
す
る
見
解
、
浦
部
法
穂
『
憲
法
学
教
室

[

全
訂
第
２
版]

』(

日
本
評
論
社
、
二
〇

〇
六
年
）
一
三
〇
頁
。
取
材
の
自
由
を
憲
法
第
一
三
条
の
問
題
と
す
る
見
解
、
桜
井
昭
平
「『

情
報
権
』

そ
の
性
質
と
憲
法
保
障
の
構

いわゆる取材源秘匿権の法理
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造
」
宮
崎
産
業
経
営
大
学
法
学
論
集
一
一
巻
一
号
四
三
、
六
五
―
六
六
頁
（
一
九
九
九
年)

。

(

�)

最
三
小
決
平
一
八
年
一
〇
月
三
日
裁
時
四
二
一
号
一
三
頁
（
二
〇
〇
六
年)

。
な
お
、
取
材
源
秘
匿
権
が
重
要
な
問
題
と
み
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
と
の
指
摘
。
松
本
一
郎
「
日
本
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
押
収
と
証
拠
収
集
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
二
六
号
五
三
、
五
五
頁
（
一
九
八

九
年
）
参
照
。

(

�)
最
大
決
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
（
一
九
六
九
年)

。
本
稿
に
お
い
て
（
広
狭
義
の
）
取
材
源
秘

匿
権
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
源
の
開
示
、
文
書
提
出
命
令
、
証
言
強
制
、
お
よ
び
捜
索
・
押
収
を
含
む
。
佐
藤
・
前
掲
注(

�)

五
三
八
―
五

三
九
頁
参
照
。
こ
れ
ら
を
「
ほ
と
ん
ど
同
根
」
と
す
る
見
解
、
奥
平
康
弘
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
法
』(

新
世
社
、
一
九
九
七
年
）
一
一
三

頁
。

(

�)

同
決
定
「
報
道
の
た
め
の
取
材
の
自
由
も
、
憲
法
二
一
条
の
精
神
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重
に
値
い
す
る
」
に
係
わ
る
以
下
の
見
解
を
参

照
、
古
川
純
「
取
材
・
報
道
の
自
由
」
憲
法
の
基
本
判
例
〔
第
２
版
〕
九
四
頁
（
一
九
九
六
年)

。

(

�)

一
般
に
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
は
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
係
わ
る
約
束
な
く
し
て
収
集
さ

れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ノ
ー
ト
お
よ
び
テ
レ
ビ
放
送
の
未
放
映
部
分
（o

u
ttak

e

）
な
ど
の
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
（w

o
rk

p
ro

d
u

ct

）
を

含
む
。S

ee
R

e
ce

n
t

C
ase

,
E

vid
en

ce
―

E
vid

en
tia

ry
P

rivilege

―

S
econ

d
C

ircu
it

R
efu

ses
to

R
ecogn

ize
Jou

rn
a

lists’
P

rivilege
for

N
on

con
fid

en
tia

l
In

form
a

tion
.

G
on

za
les

v.
N

a
tion

a
l

B
roa

d
ca

stin
g

C
o.,

1
5

5
F

.3
d

6
1

8
(

2
d

C
ir.

1
9

9
8)

,
1

1
2

H
A

R
V
.

L
.

R
E

V
.

2
0

1
9
,

2
0

1
9

n
.8
(

1
9

9
9)

.

ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
公
表
資
料
を
包
含
す
る
も
の
。E

.g.,
C

A
L
.

C
O

N
S

T
.

art.
I,
�

2
(

1
9

9
7)

;
C

A
L
.

E
V

ID
.

C
O

D
E

A
N

N
.
�

1
0

7
0
(

W
e

st
1

9
9

5
&

S
u

p
p
.

1
9

9
9)

.

本
稿
に
お
い
て
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
と
は
、
便
宜
上
メ
デ
ィ
ア

へ
の
開
示
強
制
を
包
括
的
に
考
察
す
る
た
め
、
公
表
の
如
何
を
問
わ
ず
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
欠
く
取
材
源
お
よ
び
情
報
を
い
う
。

(

�)

邦
語
に
よ
る
先
行
研
究
、
佐
藤
幸
治
「
表
現
の
自
由
と
取
材
の
権
利
」
公
法
研
究
三
四
号
一
二
六
頁
（
一
九
七
二
年)

、
町
野
朔
「
新

聞
記
者
の
拒
絶
特
権

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
問
題

」
ア
メ
リ
カ
法
﹇
一
九
七
四
―
二
﹈
二
八
三
頁
（
一
九
七
四
年)

、
上
口
裕
『
刑

事
司
法
に
お
け
る
取
材
・
報
道
の
自
由
』(

成
文
堂
、
一
九
八
九
年)
、
池
田
公
博
『
報
道
の
自
由
と
刑
事
手
続
』(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年)

。

(

�)

最
大
判
昭
和
二
七
年
八
月
六
日
刑
集
六
巻
八
号
九
七
四
頁
（
一
九
五
二
年)
。
以
下
、〔

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
。

(

�)

札
幌
高
決
昭
和
五
四
年
八
月
三
一
判
時
九
三
七
号
一
六
頁
（
一
九
七
九
年)
。
同
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
を
却
下
し
た
決
定
、
最
三

小
決
昭
和
五
五
年
三
月
六
日
判
時
九
五
六
号
三
二
頁
（
一
九
八
〇
年)

。

論 説
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(

�)

鈴
木
秀
美
「
取
材
源
の
秘
匿
と
表
現
の
自
由
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
〔
第
５
版
〕
一
五
六
、
一
五
七
頁
（
二
〇
〇
〇
年)

。

(

�)

最
二
小
決
平
成
元
年
一
月
三
〇
日
刑
集
四
三
巻
一
号
（
一
九
八
九
年)

、
お
よ
び
最
二
小
決
平
成
二
年
七
月
九
日
刑
集
四
四
巻
五
号
四

二
一
頁
（
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

(
�)
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
存
否
と
い
う
状
況
に
則
し
て
、
取
材
源
秘
匿
権
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
将
来
の
取
材
を
著
し
く
困
難

に
す
る
措
置
と
し
て
、
取
材
源
の
開
示
強
制
、
文
書
提
出
命
令
お
よ
び
証
言
強
制
、
お
よ
び
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
捜
索
・
押
収
、
と
い
う
類

型
化
も
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
捜
索
・
押
収
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
類
型
に
は
、
合
憲
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
と
く
に

差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
〔
第
４
版]』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
七
―
二
三
六
頁

参
照
。

(

�)

芦
部
・
前
掲
注(
�)
二
八
七
―
二
八
八
頁
。

(

�)

奥
平
・
前
掲
注(

�)
一
一
六
頁
参
照
。

(

�)

阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
Ⅲ
』(
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
五
九
頁
。
松
井
・
前
掲
注(

�)

二
三
二
―
二
三
四
頁
。
同
教
授
は
、
放
映

済
み
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
命
令
に
つ
い
て
、
取
材
内
容
に
基
づ
く
制
約
で
は
な
い
と
し
て
、「
そ
の
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
を
求
め
る
重
要
な
利
益

が
あ
り
、
提
出
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
他
の
手
段
で
は
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
限
」
り
認
め
る
と
い
う
、
本
質
的
に
は
利
益
衡
量

を
以
て
判
断
す
る
。
こ
れ
ら
見
解
は
、
取
材
源
が
顕
名
で
あ
る
取
材
源
秘
匿
権
の
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
取
材
源
秘
匿
権
の
要
件

と
し
て
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
要
求
し
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
あ
く
ま
で
も
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ

の
保
護
を
眼
目
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
見
解
が
顕
名
の
取
材
源
の
保
護
を
と
お
し
て
（
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
）

取
材
源
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
間
の
信
頼
関
係
の
保
護
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
裁
判
所
へ
の
提
出
と
捜
査

機
関
に
よ
る
差
押
え
を
区
別
す
る
見
解
、
長
谷
部
恭
男
『
テ
レ
ビ
の
憲
法
理
論

多
メ
デ
ィ
ア
・
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
時
代
の
放
送
法
制
』

(

弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）
五
四
頁
。

(

	)

奥
平
・
前
掲
注(

�)

一
二
〇
頁
。

(


)
A

n
th

o
n

y
L

.
F

arg
o
,

T
h

e
Jou

rn
a

list’s
P

rivilege
for

N
on

con
fid

en
tia

l
In

form
a

tion
in

S
ta

tes
W

ith
S

h
ield

L
a

w
s,

4
C

O
M

M
.

L
.

&

P
O

L
’Y

3
2

5
,

3
2

9
(

1
9

9
9)

;
C

o
m

m
e

n
t,

T
h

e
N

ew
sm

a
n

’s
P

rivilege
a

fter
B

ra
n

zb
u

rg
v.

H
a

yes,
W

h
ith

er
N

ow
?,

6
4

C
R

IM
.

L
.

&

C
R

IM
IN

O
L

O
G

Y
2

1
8
,

2
2

6
n
.1

5
6
(

1
9

7
3)

.

いわゆる取材源秘匿権の法理



(阪大法学) 58 (6 94) 1374 [2009.3]

(

�)
W

IG
M

O
R

E
,

E
V

ID
E

N
C

E
�

2
2

8
5
(

M
cN

au
g

h
to

n
re

v
.

1
9

6
1)

.

傍
線
は
、
原
典
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
を
示
す
。

(

�)

合
衆
国
最
高
裁
は
、「
証
拠
上
の
特
権
が
訴
訟
上
好
ま
れ
な
い
」
と
す
る
。H
e

rb
e

rt
v
.

L
an

d
,

4
4

1
U

.S
.

1
5

3
,

1
7

5
(

1
9

7
9)

.

(
�)

B
ran

zb
u

rg
v
.

H
ay

e
s,

4
0

8
U

.S
.

6
6

5
(

1
9

7
2)

.

(
�)
シ
ー
ル
ド
法
は
、
三
二
の
州
お
よ
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
大
塚
一
美
「
Ｃ
Ｉ
Ａ
工
作
員
事
件
後

の
シ
ー
ル
ド
法
論
議

所
属
会
社
の
メ
モ
提
出
問
題
も
課
題
に
」
新
聞
研
究
六
七
六
号
三
〇
、
三
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。
そ
の
う

ち
、
お
よ
そ
二
〇
の
州
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
適
用
し
、
シ
ー
ル
ド
法
を
制
定
し
て
い
な
い
州

の
う
ち
一
二
の
州
控
訴
裁
判
所
は
、
一
定
の
条
件
の
下
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
適
用
す
る
と
い
う
。

S
ee

A
n

th
o

n
y

L
.

F
arg

o
,

T
h

e
Jou

rn
a

list’s
P

rivilege
for

N
on

con
fid

en
tia

l
In

form
a

tion
in

S
ta

tes
W

ith
ou

t
S

h
ield

L
a

w
s,

7
C

O
M

M
.

L
.

P
O

L
’Y

2
4

1
,

2
5

6
n
.9

1
,

2
5

9
n
.1

1
1
(

2
0

0
2)

.

巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
例
上
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
は
、
第
六
巡
回
区
を
除
い

て
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
（at

2
6

9

�27
0)

。
な
お
、
一
九
八
〇
年
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
は
、
ワ
ー
ク
・

プ
ロ
ダ
ク
ト
の
捜
索
・
押
収
の
規
制
そ
し
て
損
害
賠
償
を
規
定
す
る
。P

riv
acy

P
ro

te
ctio

n
A

ct
o

f
1

9
8

0
,

4
2

U
.

S
.

C
.

2
0

0
0

aa
(

1
9

8
0)

.

ま
た
、
一
九
七
〇
年
司
法
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
サ
ピ
ー
ナ
の
発
行
な
ど
を
規
整
す
る
。G

u
id

e
lin

e
s

o
n

m
e

th
o

d
s

o
f

o
b

tain
in

g
d

o
cu

-

m
e

n
tary

m
ate

rials
h

e
ld

b
y

th
ird

p
artie

s,
2

8
C

F
R

P
art

5
9
.

(

�)

な
お
、
松
井
・
前
掲
注(

�)

二
二
九
―
二
三
〇
頁
に
お
け
る
翻
訳
を
参
照
し
た
。

(

�)

全
米
規
模
の
調
査
に
回
答
し
た
プ
レ
ス
の
約
四
六
％
が
サ
ピ
ー
ナ
を
受
け
、
そ
の
う
ち
約
三
％
が
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
取
材
源

（
情
報
）
へ
の
サ
ピ
ー
ナ
で
あ
る
と
い
う
。T

H
E

R
E

P
O

R
T

E
R

S
C

O
M

M
IT

T
E

E
F

O
R

F
R

E
E

D
O

M
O

F
T

H
E

P
R

E
S

S ,
A

G
E

N
T

S
O

F
D

IS
C

O
V

E
R

Y
:

A
R

E
P

O
R

T
O

N
T

H
E

IN
C

ID
E

N
C

E
O

F
S

U
B

P
O

E
N

A
S

S
E

R
V

E
D

O
N

T
H

E
N

E
W

S
M

E
D

IA
IN

1
9

9
9
,

7
(

2
0

0
1)

.

(

	)

巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
例
上
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
適
用
に
つ
い
て
、
第

二
、
第
三
、
お
よ
び
第
九
巡
回
区
が
開
示
申
立
人
の
証
明
責
任
を
軽
減
の
う
え
肯
定
し
、
第
四
巡
回
区
が
民
事
訴
訟
上
肯
定
し
、
第
五
巡
回

区
が
刑
事
訴
訟
上
否
定
す
る
。
第
一
巡
回
区
は
、
刑
事
訴
訟
上
こ
れ
を
否
定
す
る
が
、
異
な
る
事
実
状
況
に
お
け
る
適
用
の
可
能
性
を
暗
示

す
る
。
そ
の
他
の
巡
回
区
は
、
明
確
に
判
断
し
て
い
な
い
と
い
う
。S

ee
A

n
th

o
n

y
L

.
F

arg
o
,

R
econ

sid
erin

g
th

e
F

ed
era

l
Jou

rn
a

list’s

P
rivilege

for
N

on
-C

on
fid

en
tia

l
In

form
a

tion
:

G
on

za
les

v.
N

B
C

,
1

9
C

A
R

D
O

Z
O

A
R

T
S

&
E

N
T

L
.J.

3
5

5
,

3
8

7
(

2
0

0
1)

.

(


)
U

.S
.

v
.

L
aR

o
u

ch
e

C
h

am
p

aig
n
,

8
4

1
F

.2
d

1
1

7
6
,

1
1

8
2
(

1
st

C
ir.

1
9

8
8)

.
S

ee
S

h
o
e

n
v
.

S
h

o
e

n
,

5
F

.3
d

1
2

8
9
,

1
2

9
4

�12
9

5
(

9
th

C
ir.
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1
9

9
3)

.

(

�)
U

.S
.

v
.

S
m

ith
,

1
3

5
F

.3
d

9
6

3
,

at
9

7
0
(

5
th

C
ir.

1
9

9
8)

.

(
�)

奥
平
康
弘
「
な
ぜ
『
表
現
の
自
由
』
か

『
体
制
内
化
』
の
懸
念
払
拭
の
た
め
の
再
考
を
」
新
聞
研
究
六
〇
六
号
一
〇
、
一
一
頁

（
二
〇
〇
二
年)

。

(

�)
最
大
判
平
成
元
年
三
月
八
日
民
集
四
三
巻
二
号
八
九
頁
（
一
九
八
九
年)

。

(

�)

第
二
次
記
者
ク
ラ
ブ
訴
訟
判
決
は
、「
記
者
ク
ラ
ブ
は
…
…
報
道
分
野
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
〔
た
め]

、
…
…
そ
れ

以
外
の
報
道
機
関
〔
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
〕
に
は
〔
判
決
文
の
要
旨
を
〕
特
に
交
付
は
し
な
い
…
…
〔
こ
と
が
報
道
機
関
の
公

共
性
を
考
慮
し
、
裁
判
の
内
容
理
解
を
助
け
る
と
い
う
〕
目
的
と
の
関
連
で
〔
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
上
〕
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
、
裁

量
判
断
の
合
理
的
な
限
界
を
超
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
」
と
し
た
（
東
京
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
五
日
判
時
一
七
四
一
号
九
六
頁
（
二

〇
〇
〇
年))

。

(

�)

宇
賀
克
也
『
個
人
情
報
保
護
法
の
逐
条
解
説
〔
第
２
版]』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
九
―
一
九
〇
頁
。

(

�)
v

o
n

B
u

lo
w

v
.

v
o

n
B

u
lo

w
,

8
1

1
F

.2
d

1
3

6
,

1
4

2
(

2
d

C
ir.

1
9

8
7)

.

(

�)

著
者
の
取
材
源
に
係
わ
る
情
報
（
ニ
ュ
ー
ス
）
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
争
点

と
す
るS

h
o
e

n

判
決
は
、v
o

n
B

u
lo

w

判
決
を
踏
襲
し
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
る
所
以
は
、
そ
の
体
裁
で
は
な
く
、

そ
の
内
実
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
主
張
で
き
る
か
否
か
を
決
す
る
た
め
の
決
定
的
問
題
は
、
彼
女
が

公
衆
へ
伝
播
す
る
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
」
と
判
示
し
た
。S

h
o
e

n
,

5
F

.3
d

at
1

2
8

9
.

(

�)
In

re
M

ad
d
e

n
,

1
5

1
F

.3
d

1
2

5
(

3
d

C
ir.

1
9

9
8)

.

(

	)
C

lay
C

alv
e

rt,
A

n
d

you
C

a
ll

Y
ou

rself
a

Jou
rn

a
list?

:
W

restlin
g

W
ith

a
D

efin
ition

of
“

Jou
rn

a
list”

in
th

e
L

a
w

,
1

0
3

D
IC

K
.

L
.

R
E

V
.

4
1

1
,

4
1

1
(

1
9

9
1)

.

「
報
道
機
関
を
と
お
し
て
公
表
の
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
・
執
筆
す
る
業
務
、
も
し
く
は
公
衆
へ
の
〔
情
報
〕

提
供
に
恒
常
的
に
従
事
し
た
者
」(

A
L

A
S

K
A

S
T

A
T
.

0
9
.2

5
.3

9
0(

4)
(

M
ich

ie
1

9
9

8)

）
な
ど
情
報
を
伝
播
す
る
頻
度
お
よ
び
定
期
性
を
要
素

と
す
る
も
の
、「[

政
府
に
よ
り
〕
認
定
さ
れ
た
新
聞
、
雑
誌
、
通
信
協
会
、
新
聞
記
事
配
信
社
、
通
信
社
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
ま
た
は
テ
レ

ビ
局
の
た
め
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集
あ
る
い
は
提
供
に
直
接
従
事
し
た
〔
者]｣

（R
.I.

G
E

N
L

A
W

S
9
.1

9
.1


2(
1

9
9

7)

）
な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
の
認
定
を
要
素
と
す
る
も
の
、
プ
レ
ス
に
係
わ
る
「
所
得
あ
る
い
は
生
計
を
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
た
〔
個
人]｣

（N
.Y

.
C

IV
.

いわゆる取材源秘匿権の法理



(阪大法学) 58 (6 96) 1376 [2009.3]

R
IG

H
T

S
L

A
W

7
9
-h

）
な
ど
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
要
素
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
「
一
般
に
流
通
す
る
新
聞
あ
る
い
は
通
信
社
、
あ

る
い
は
ラ
ジ
オ
局
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
局
に
従
事
、
関
係
、
あ
る
い
は
雇
用
さ
れ
た
〔
者]｣

（4
2

P
A
.

C
O

N
S .

S
T

A
T
.

A
N

N
.

5
9

4
2(

a)
(

W
e

st

1
9

9
8)

）
な
ど
受
け
手
の
規
模
お
よ
び
主
題
を
要
素
と
す
る
も
の
。

(
�)

E
.g.,

M
ille

r
v
.

U
.S

.,
1

2
5

S
.

C
t.

2
9

7
7
(

2
0

0
5)

.

(

�)
日
本
法
に
お
い
て
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
欠
如
に
よ
り
博
多
駅
事
件
を
取
材
源
秘
匿
権
の
問
題
と
し
な
い
見
解
、
佐
藤
・
前

掲
注(
�)
一
四
四
頁
、
同
「
取
材
源
秘
匿
の
権
利

佐
藤
報
告
を
中
心
に

」
公
法
研
究
三
四
号
一
六
八
、
一
七
二
、
一
七
三
頁
〔
佐

藤
発
言]

。
後
の
慎
重
な
見
解
、
佐
藤
・
前
掲
注(

�)

五
四
〇
頁
。
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
欠
如
に
着
目
す
る
見
解
、
鈴
木
茂
嗣

「
判
評
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
二
号
一
〇
九
頁
（
一
九
六
九
年)

、
伊
藤
正
己
「
判
解
」
憲
法
の
判
例
〔
第
３
版
〕
五
一
、
五
四
頁
（
一
九

七
七
年)

、
町
野
・
前
掲
注(

�)

三
二
〇
頁
、
松
井
・
前
掲
注(

�)

二
三
二
―
二
三
四
頁
、
阪
本
・
前
掲
注(

�)

一
一
一
頁
、
上
口
・
前
掲

注(

�)

五
五
頁
ほ
か
。

(

�)
V

in
ce

n
t

A
.

B
lasi,

T
h

e
N

ew
sm

a
n

’s
P

rivilege
:

A
n

E
m

p
irica

l
S

tu
d

y,
7

0
M

IC
H
.

L
.

R
E

V
.

2
2

9
,

2
8

4
(

1
9

7
1)

.

そ
の
他
の
経
験
に
基

づ
く
研
究
。E

.g.,
Jam

e
s

A
.

G
u

e
st

&
A

lan
L

.
S

tan
zle

r,
T

h
e

C
on

stitu
tion

a
l

A
rgu

m
en

t
for

N
ew

sm
en

C
on

cea
lin

g
th

e
S

ou
rces,

6
4

M
W

.
U

.
R

E
V
.

1
8
(

1
9

6
9)

.

萎
縮
的
効
果
の
実
証
性
を
否
定
す
る
見
解
。E

.g.,
C

o
m

m
e

n
t,

C
om

p
u

lsory
D

isclosu
re

of
a

N
ew

sm
a

n
’s

S
ou

rce,
5

4
N

W
.

L
.

R
E

V
.

2
4

3
(

1
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5
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o
m

m
e

n
t,

C
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L
a

w

―F
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th
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ress
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igh

t
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N
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s
M
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P
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n
el.

T
o

R
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se
T

o
D
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S
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a
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,

6
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M
IC

H
.

L
.

R
E

V
.

1
8

4
(

1
9

6
2)

;
A

n
th

o
n

y
L

e
w

is,
A

P
referred

P
osition
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a

lism
?,

7
H

O
F

S
T

R
A

L
.

R
E

V
.

5
9

5
(

1
9

7
9)

.

(

�)
F

arg
o
,

su
p

ra
n

o
te

1
7
,

at
3

3
7
.

E
.g.,

B
ak

e
r

v
.

F
&

F
In

v
e

stm
e

n
t,

C
o
.,

4
7

0
F

.2
d

7
7

8
(

2
d

C
ir.

1
9

7
2)

.

(

	)
L

aR
o

u
ch

e
,

8
4

1
F

.2
d

at
1

1
8

2
;

S
h

o
e

n
,

5
F

.3
d

at
1

2
9

4

12

9
5
.

(

�)
E

.g.,
P

au
l

A
.

C
u

rtis,
C

ase
N

o
te

,
N

ew
L

im
its

on
F

reed
om

of
th

e
P

ress
:

N
ew

sp
erson

’s
Q

u
a

lified
P

rivilege
F

a
ils

to
P

rotect

N
on

con
fid

en
tia

l
V

id
eota

p
e

O
u

tta
k

es

―S
ta

te
v.

S
a

lsb
u

ry,
3

4
ID

A
H

O
L

.
R

E
V
.

1
9

1
(

1
9

9
7)

.

(

�)

前
田
正
義
「
い
わ
ゆ
る
取
材
源
秘
匿
権
に
お
け
る
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
」
阪
大
法
学
五
一
巻
二
号
七
七
頁
（
二
〇

〇
三
年
）
八
六
―
九
三
頁
掲
載
の
諸
判
決
を
参
照
。

(

)

最
大
決
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
一
一
号
一
四
九
〇
頁
（
一
九
六
九
年)

、
最
二
小
決
平
成
元
年
一
月
三
〇
日
刑
集
四

論 説
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三
巻
一
号
一
九
頁
（
一
九
八
九
年)

、
お
よ
び
最
二
小
決
平
成
二
年
七
月
九
日
刑
集
四
四
巻
五
号
四
二
一
頁
（
一
九
九
〇
年
）
ほ
か
。

(

�)

萎
縮
的
効
果
論
に
つ
い
て
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
け
る
萎
縮
的
効
果
の
存
在
（
実
証
性
）
と

い
う
共
有
さ
れ
た
認
識
（
生
の
萎
縮
的
効
果
論
）
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
に
法
的
保
護
に
値
す
る
萎
縮
的
効
果
の
程
度
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
公
正
な
裁
判
の
実
現
と
い
う
規
範
的
考
慮
に
付
す
る
こ
と
が
規
範
論
と
し
て
の
萎
縮
的
効
果
論
に
適
合
的
で
あ
ろ
う
。
か
か
る

立
場
は
、
つ
ぎ
の
見
解
と
整
合
し
よ
う
。「
厳
密
に
こ
う
い
う
措
置
を
と
れ
ば
表
現
の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
関
連
性
が
立
証
さ
れ
な

く
と
も
、
そ
う
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
禁
止
し
て
お
く
の
が
表
現
の
自
由
や
報
道
の
自
由
の
憲
法
保
障
な
の
で
は
な
い
の
か｣

。
伊
藤

正
己
ほ
か
「
刑
事
司
法
と
報
道
の
自
由

博
多
駅
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
九
号
一
五
、
二
四
頁
〔
伊
藤
発
言
〕(

一
九
六

九
年)

。

(

�)

同
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
適
用
す
る
場
合
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の

存
否
に
よ
る
峻
別
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
裁
判
官
の
（
恣
意
的
か
つ
）
広
汎
な
裁
量
を
抑
制
で
き
な
い
と
す
る
批
判
も
な
さ
れ
て
い

る
。Ju

lie
M

.
Z

am
p

a,
C

ase
N

o
te

,
Jou

rn
a

list’s
P

rivilege
:

W
h

en
d

ep
riva

tion
Is

a
B

en
efit,

1
0

8
Y

A
L

E
L

.J.
1

4
4

9
,

at
1

4
5

1

�14
5

2
(

1
9

9
9)

.

ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
を
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
保
護

の
強
化
が
図
ら
れ
る
も
の
と
も
指
摘
さ
れ
る
（at

1
4

5
6)

。
さ
ら
に
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
存
否
に
依
拠
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
特
権
の
適
用
可
能
性
の
肯
否
を
判
断
し
な
い
こ
と
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
射
程
を
曖
昧
な
も
の
と
す
る
と
し
て
、
取
材
源
お
よ

び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
予
見
可
能
性
を
困
難
に
す
る
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
（at

1
4

5
3)

。

(

�)
E

.g.,
L

o
ad

h
o

ltz
v
.

F
ie

ld
s,

3
8

9
F

.S
u

p
p
.

1
2

9
9
(

M
.D

.
F

la.
1

9
7

5)
;

U
.S

.
v
.

L
aR

o
u

ch
e

C
h

am
p

aig
n
,

7
8

0
F

.2
d

1
1

3
4
(

1
st

C
ir.

1
9

8
8)

;
S

h
o
e

n
,

5
F

.3
d
.

(

�)

ノ
ン
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
つ
い
て
、
要
求
さ
れ
た
情
報
が
事
件
の
重
要
な
争
点
と
の
関
連
性
を
有
す
る

こ
と
、
ま
た
他
の
利
用
可
能
な
取
材
源
か
ら
合
理
的
に
え
ら
れ
な
い
情
報
を
含
む
こ
と
を
原
告
が
証
明
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
利
益
衡
量

上
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
適
用
さ
れ
る
テ
ス
ト
よ
り
も
緩
や
か
な
テ
ス
ト
を
採
用
し
た
判
決
。S

ee

G
o

n
zale

s
v
.

N
B

C
,

1
9

4
F

.3
d

2
9
(

2
d

C
ir.

1
9

9
9)

.

同
判
決
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
有
無
に
よ
り
萎
縮
的
効
果
に
較
差
が
生
ず

る
と
す
る
け
れ
ど
も
、
萎
縮
的
効
果
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
画
一
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
コ
ン
フ

ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
を
取
材
源
秘
匿
権
の
要
件
と
す
る
場
合
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
不
可
欠
な
取
材
源
を
要
求
す
る
と
こ

いわゆる取材源秘匿権の法理
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ろ
と
な
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
情
報
を
自
ら
収
集
す
る
い
わ
ゆ
る
自
己
収
集
情
報
も
、
取
材
源
秘
匿
権
の
射
程
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
は
た
し
て
、
自
己
収
集
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
に
お
い
て
、
萎
縮
的
効
果
は
全
く
生
じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

は
、
公
衆
一
般
と
は
異
な
り
、
職
業
倫
理
上
の
責
任
を
超
え
た
法
的
負
担
を
強
い
ら
れ
る
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
表
現
（
報
道
）
の

自
由
、
ま
し
て
や
取
材
の
自
由
に
適
う
解
釈
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
に
整
合
す
る
妥
当

な
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
な
し
と
は
し
が
た
い
。

(

�)
M

ad
d
e

n

テ
ス
ト
に
は
、
ニ
ュ
ー
ス
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
と
は
異
な
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
対
象
と
し
た
こ
と
か
ら
、
公
衆
一

般
の
知
る
権
利
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
保
護
に
値
し
な
い
と
す
る
価
値
の
選
好
（
い
わ
ゆ
る
言
論
の
自
由
の
原
理
論
に
お
け
る
自
己
統
治

の
原
理
）
が
潜
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。S
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p
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.
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S
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ra
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3
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.
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S
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A
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S
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o
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C
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C
o

m
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n
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M

a
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d
en
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h
e
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t
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th
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n
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rn

a
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,
O
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S
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.

L
.J.

1
5

8
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,

1
5

8
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�15
9

0
(

1
9

9
9)

.

(

�)

こ
の
こ
と
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
主
体
的
な
意
識
活
動
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
周
縁
に
宿
る
」
と
い
う
仮
説
と
も
通
底
し
よ

う
。
林
香
里
『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
周
縁
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
核
心
』(

新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
八
一
―
三
八
三
頁
参
照
。

(

�)

第
二
次
記
者
ク
ラ
ブ
訴
訟
判
決
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
判
例
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
研
究
者
（
公
衆
一
般
）
を
排
除
し
、
さ
ら
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
の
メ
デ
ィ
ア
（
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
）
に
属
さ
な
い
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
排
除
し
て
い

る
。

(

�)

そ
れ
は
、
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
が
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手
の
代
替
可
能
性
の
意
義
を
い
ま
一
度
、
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
取
材
源
秘
匿
権
の
法
理
は
、
情
報
を
伝
播
す
る
と
い
う
効
用
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、「(

公
衆
へ
の
）
情
報

の
自
由
な
流
通
」
に
資
す
る
特
定
の
公
衆
一
般
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
着
目
し
、
か
か
る
公
衆
一
般
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
同
様
に
処
遇
す

る
の
で
あ
る
。
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手
と
い
う
、
い
わ
ば
情
報
社
会
に
お
け
る
規
範
的
分
業
シ
ス
テ
ム
自
体
、
そ
も
そ
も
「
情
報
の
自
由

な
流
通
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
は
乖
離
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
メ
デ
ィ
ア
が
形
作
る
『
現
実
』
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
読
み

と
る
と
と
も
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
く
能
力
」
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
見
地
よ
り
、
こ
の
問
題
を
捉
え
直
す
な

論 説
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ら
ば
、
か
か
る
法
理
は
、
情
報
の
受
け
手
は
情
報
の
送
り
手
と
し
て
の
活
動
を
と
お
し
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
情
報
を
読
み
と
る
こ
と
を
促
す

こ
と
と
な
る
た
め
、
ア
ク
セ
ス
権
の
問
題
を
別
論
と
し
て
も
、
公
衆
の
知
る
権
利
を
実
効
化
す
る
可
能
性
、
そ
し
て
「
情
報
の
自
由
な
流
通
」

と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
具
現
す
る
可
能
性
、
を
秘
め
て
い
よ
う
。
菅
谷
明
子
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

世
界
の
現
場
か
ら

』

(
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
�
頁
参
照
。

(

�)
鈴
木
秀
美
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
自
由
と
特
権
」
小
山
剛
・
駒
村
圭
吾
編
『
論
点
探
究
憲
法
』(

弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
八
、

一
六
五
頁
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
「
証
言
拒
絶
権
」
の
主
体
が
二
〇
〇
二
年
の
同
法
改
正
に
よ
り
「
定
期
刊
行
物
と
放
送
の
準

備
、
制
作
、
頒
布
を
業
と
し
て
行
う
者
」
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
出
版
物
、
放
送
、
報
道
映
画
、
さ
ら
に
は
報
道
ま
た
は
意
見
形
成
の
た
め
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
準
備
、
制
作
、
頒
布
を
業
と
し
て
行
う
者
」
へ
拡
大
さ
れ
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。

(

�)
(

公
衆
へ
の
）
情
報
の
自
由
な
流
通
と
い
う
客
観
原
則
と
主
観
的
権
利
た
る
表
現
（
報
道
）
の
自
由
な
い
し
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
取

材
源
秘
匿
権
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
藤
井
樹
也
「
知
る
『
権
利
』
？
」
法
経
論
叢
一
八
巻
二
号
五
七
、
八
二
頁
（
二
〇
〇
一

年)

、
同
「
取
材
の
自
由
」
憲
法
の
争
点
一
二
二
、
一
二
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
趣
旨
の
批
判
に
つ
い
て

は
、
少
な
く
と
も
た
と
え
ば
、「
主
観
法
と
し
て
の
権
利
は
、
…
…
客
観
的
な
る
も
の
（
権
利
実
現
に
向
け
ら
れ
た
制
度
）
と
相
互
に
関
連

し
依
存
す
る
」
と
い
う
「
主
観
的
法
と
客
観
的
法
と
の
相
互
交
流
」
に
よ
る
対
応
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ

憲
法
が
保

障
す
る
権
利
』(

有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
三
〇
四
頁
参
照
。
な
お
、
報
道
機
関
の
制
度
的
理
解
（
同
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
）
と
は
別
論
と

す
る
。

(

�)

こ
の
こ
と
は
、
合
衆
国
最
高
裁C

o
h

e
n

判
決
の
ス
ー
タ
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
に
お
い
て
、
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

C
o

h
e

n
v
.

C
o

w
le

s
M

e
d

ia
C

o
.,

5
0

1
U

.S
.

6
6

3
(

1
9

9
1)

.
本
件
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
取
材
源
の
身
許
の
秘
匿
を
約
束
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

所
属
す
る
新
聞
社
が
州
知
事
選
挙
に
係
わ
る
虚
偽
の
情
報
を
提
供
し
た
取
材
源
（
一
方
の
陣
営
に
所
属
）
の
身
許
を
報
道
す
る
必
要
性
を
認

識
す
る
に
至
り
、
か
か
る
約
束
を
破
棄
し
て
取
材
情
報
と
と
も
に
取
材
源
の
身
許
を
報
道
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、

法
廷
意
見
は
一
般
に
適
用
可
能
な
法
（p

ro
m

isso
ry

e
sto

p
p

e
l：

約
束
的
禁
反
言
）
の
適
用
に
よ
り
新
聞
社
の
情
報
収
集
・
報
道
能
力
に
付

随
的
効
果
を
及
ぼ
そ
う
と
も
修
正
第
一
条
に
反
し
な
い
と
し
た
が
、
同
反
対
意
見
は
、
か
か
る
法
の
中
立
性
に
つ
い
て
の
保
証
は
な
い
と
し

て
、
競
合
利
益
をad

h
o

c

に
衡
量
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
よ
り
よ
い
情
報
を
以
て
よ
り
賢
明
に
自
己
統
治
を
な
す
公

衆
一
般
の
利
益
を
認
め
た
。
同
反
対
意
見
は
、
取
材
源
の
利
益
な
い
し
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
最
優
先
す
る
の
で
は
な
く
、
取
材

いわゆる取材源秘匿権の法理
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源
の
利
益
と
公
衆
一
般
の
知
る
権
利
な
い
し
は
メ
デ
ィ
ア
の
言
論
（
報
道
）
の
自
由
を
衡
量
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
取
材
源
の
利
益

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
）
な
い
し
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
「
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通
」
は
、
常
に
整
合
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
本
稿
の
立
場
に
対
し
て
は
、
取
材
源
秘
匿
権
を
拡
大
的
に
解
消
す
る
こ
と
が
公
正
な
裁
判
の
実
現
の

障
碍
と
な
り
う
る
、
ま
た
取
材
源
秘
匿
権
の
イ
ン
フ
レ
化
を
招
来
し
て
本
来
保
護
さ
れ
る
べ
き
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
の
保
護
を
欠
く
、

と
い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
情
報
に
対
す
る
開
示
強
制
を
前
提
と
し
た
法
理
の
妥
当

性
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
「
公
衆
へ
伝
播
す
る
意
図
」
テ
ス
ト
お
よ
び
「
三
要
件
テ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
リ
ス
ク
を
公
正
な

裁
判
の
実
現
を
以
て
し
て
も
許
容
可
能
な
程
度
に
軽
減
さ
れ
る
も
の
と
考
え
う
る
。

(

�)
Jaso

n
O

’G
rad

y
v
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h

e
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p

e
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C
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4
4

C
al.

R
p

tr.
3

d
7

2
,

1
0

0
(

6
th

C
al.

A
p

p
2

0
0

3)
.

同
判
決
は
、

「
公
開
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
運
営
者
が
〔『

公
表
』
と
い
う
〕
こ
の
言
葉
の
含
意
に
お
い
て
『
公
表
者
』
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余

地
は
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
二
年
以
上
毎
週
一
五
か
ら
二
〇
項
目
の
記
事
を
掲
載
し
、
毎
月
平
均
延
べ
三
〇
万
人
の

閲
覧
者
を
記
録
し
て
い
た
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
特
権
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
認
め
た
。S

ee
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h
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0
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.

こ
の
点
、
日
本
法
で
は
、(

取
材
源
秘
匿
権
と
は
異
な
る
文
脈
で
あ
る
が
）
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
お
よ
び
判
例
を
鑑
み
る
に
、
同
様
の
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
は
不
確
か
で
あ
る
。

(

�)

林
・
前
掲
注(

�)

三
八
一
―
三
八
三
頁
参
照
。

(

�)

連
邦
の
シ
ー
ル
ド
法
と
も
い
う
べ
き
「
二
〇
〇
七
年
情
報
の
自
由
流
通
法
案
」(

T
o

m
ain

tain
th

e
fre

e
flo

w
o

f
in

fo
rm

atio
n

to
th

e

p
u

b
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b
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g
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d
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d
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co

m
p

e
lle

d
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o

f
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b
y
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p
e
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n

s
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n
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cte

d
w
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e

n
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w
s

m
e

d
ia.

）
は
、
連
邦
の
下
院
（H

.
R

.
2

1
0

2

）
お
よ
び
上
院
（S

.
1

2
6

7

）
に
提
出
さ
れ
た
が
、
成
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容

は
、
開
示
強
制
の
拒
否
に
対
し
て
条
件
（
第
二
条

(

ａ)：
(

１)
証
拠
の
代
替
不
能
性
、(

２)(

Ａ)(

�)

嫌
疑
の
合
理
性
、(

�)

証
拠
の

不
可
欠
性
、(

Ｂ)

利
益
較
量
）
を
付
し
て
保
障
し
、
取
材
源
の
身
許
に
対
し
て
例
外
的
に
（
同
条

(

ａ)(

３)(

Ｃ)(

�)

国
家
の
安
全
、

(

�)

人
身
の
保
護
、(

�)

取
引
・
健
康
・
消
費
者
（
個
人
）
に
関
わ
る
情
報
に
対
し
て
）
開
示
強
制
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
大
阪
大
学
学
位
規
程
に
よ
り
、
博
士
（
法
学
）
学
位
取
得
論
文
に
係
る
要
約
を
印
刷
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

論 説


